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キーワード 学習障害 背景要因 指導支援 

Ⅰ 主題設定の理由 

 令和３年の障害者差別解消法改正により、公立

学校や行政機関等だけでなく、事業者による「合

理的配慮の提供」も義務化された。社会全体にお

いて様々な合理的配慮が行われる中、各学校の通

常の学級における学習に困難を抱える児童生徒の

適切な実態把握及び指導や支援については課題も

多いと言える。 

本県においては、通級による指導のニーズの高

まりから、毎年新たな通級指導教室が設置され、

通級による指導を利用する児童生徒が増加傾向に

ある。とりわけ図１に示したように，学習障害を

主訴として通級による指導を利用する児童生徒の

増加が著しい。これは必ずしも医療機関で学習障

害と診断されている児童生徒ばかりではないこと

から、各学校において学習面において何らかの困

難さを抱える児童生徒が多く、その実態把握及び

適切な指導や支援に苦慮している状況の表れであ

ると言える。 

図１ 通級による指導利用児童生徒数の推移 

また、相談支援センターに寄せられる電話相談

及び面接相談や研修講師依頼には、特に通常の学

級における学習の困難さに応じた指導及び支援に

ついてや、学習面に困難さのある児童生徒の教育

相談に関するものが増えており、そのニーズが高

まっていると言える。 

 これまでの本センターにおける研究では、学習

における困難な状況を分析する際に、児童生徒の

観察に加えて、チェックシートやアセスメントツ

ールの活用が有効であることが分かった。また、

困難さの背景の詳細な分析を通して、より実態に

合った指導及び支援の方法や教材教具について検

討することがすすめられてきた。これまでの研究

で有効性が明らかになったアセスメントツールや

困難さに応じた指導及び支援の方法について、実

際の指導場面においてどのように活用し、個々の

実態やニーズに応じた指導支援にどうつなげてい

くことができるのか、さらに研究を深めていく必

要がある。 

これらのことから、学習面に困難さを抱える児

童生徒の状況を適切に把握し、その背景要因やつ

まずきに応じた効果的な指導及び支援の在り方を

検討することにより、全ての児童生徒が安心して

学習活動に取り組むことのできる学習環境整備や

授業改善につなげていくことが必要であると考え、

本主題を設定した。 

 

Ⅱ 研究の目的 

１ 文献研究をもとに、学習障害の理解や背景要

因、児童生徒のつまずきを踏まえた指導支援

に関する研修パッケージを作成し、教員研修

を行うことにより、多くの学校の様々な指導

場面における実践にいかせるようにする。 

２ 学習面に困難さを抱える児童生徒に対して適

切にアセスメントを行い、背景要因やつまず

きに応じた指導支援の在り方について検討す

ることにより、通常の学級における指導支援

の充実を図る。 

 

Ⅲ 研究の内容と方法 

 次の３つの内容について、令和６年度から令和

８年度までの３か年研究として実施する（図２）。 

（１）学習障害（読み・書き・算数）の理解と指

導支援方法に関する理論研究 

（２）学習障害の理解と適切な指導支援のための

教員向け研修パッケージ作成及び研修実施 

（３）スクリーニングテスト等を用いたアセスメ

ント及び結果を踏まえた授業実践 



 

 

図２ 研究の概要図 

 

１ 令和６年度（１年次）の研究 

令和６年度（１年次）は、「読み書きや算数に困

難さがある児童生徒の理解と指導支援方法に関す

る理論研究」として、Ｈ28～Ｒ４年度実施「読み

書きを中心とした学習の困難さ」に関する研究を

踏まえながら、新たに「算数障害」の理解や指導

支援方法を含めた理論研究を２か年で行う。 

また、「学習障害に関する教員向け「研修パッケ

ージ」の作成」について、学習障害の理解と通常

の学級における指導支援を中心に作成することと

し、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所

（NISE）の研修動画「学びラボ」や独立行政法人

教職員支援機構（NITS）等の研修動画等を活用し、

学校において校内研修として活用しやすい構成を

検討する。 

２ 令和７年度（２年次）の研究 

 令和７年度（２年次）は、１年次に引き続き「読

み書きや算数に困難さがある児童生徒の理解と指

導支援方法に関する理論研究」として、算数障害

を中心にアセスメント及び適切な指導や支援につ

いて研究を進め、算数障害の理解と支援について

の資料作成を行う。 

 また、１年次に作成した校内研修パッケージの

運用を行い、利用した学校や教員のフィードバッ

クからより利用しやすいものとなるように修正を

図る。 

３ 令和８年度（３年次）の研究 

 令和８年度（３年次）は、それまでの研究の成

果を踏まえ、「読み」「書き」「算数」に係るスクリ

ーニングによる実態把握及びクラスワイドでの多

層的な指導及び支援について研究を行う。研究を

進めるにあたり実践校（小学校）を指定し、特に

低学年でのスクリーニング実施及び実践において

伴走型支援を行うことを検討している。 

 

Ⅳ 研究の実際 

１ 研修パッケージの作成について 

 各学校において学習障害等の発達障害に関する

理解を深め、様々な背景に起因する学習の困難さ

に対する適切な指導及び支援の方法について校内

の実態に応じて校内研修を実施することができる

パッケージ作成について検討を行った。今回、研

修資料や研修動画を新たに作成するのではなく、

既存のオンラインでの動画視聴等による研修動画

等の活用を検討することとし、次の３つのプログ

ラムについて内容等の調査を行った。 

①独立行政法人国立特別支援教育総合研究所

「NISE学びラボ」 

〈https://labo.nise.go.jp/Elearning/View/Log

in/P_login.aspx> 

②発達障害ナビポータル「発達障害児者の支援に

関する標準的な研修プログラム」 

<https://hattatsu.go.jp/> 

③独立行政法人教職員支援機構「（NITS）動画教材」 

<https://www.nits.go.jp/materials/> 



 

 

 令和３年 11月の中央教育審議会「『令和の日本

型学校教育』を担う新たな教師の学びの姿の実現

に向けて（審議まとめ）」では、「新たな教師の学

びの姿」として、①変化を前向きに受け止め、探

究心をもちつつ自律的に学ぶという「主体的な姿

勢」、②求められる知識技能が変わっていくこと

を意識した「継続的な学び」、③新たな領域の専

門性を身に付けるなど強みを伸ばすための、一人

一人の教師の個性に即した「個別最適な学び」、

④他者との対話的な振り返りの機会を確保した

「協働的な学び」の４点が示された。また、文部

科学省下に設置された「特別支援教育を担う教師

の養成の在り方に関する検討会議」において、令

和４年３月に「特別支援教育を担う教師の養成の

在り方等に関する検討会議報告」が取りまとめら

れ、特別支援教育のナショナルセンターとして設

置されている国立特別支援教育総合研究所におけ

る役割及び取組が示されている。 

国立特別支援教育総合研究所においては、この

報告を受け、これまで提供されてきたインターネ

ットによる講義配信「NISE学びラボ」の充実・

活用等を一体的に推進すべく、教師の学びを支援

する「NISE学びのアシスト」の開発が進められ

ている。「NISE学びのアシスト」が目指すものと

して「教員育成指標に応じた学習コンテンツの整

理・充実」「各段階で求められる資質能力の自己

評価ツールの開発」「活用事例を含めた『研修の

手引き』の作成」が挙げられている。 

独立行政法人教職員支援機構では、オンデマン

ド研修コンテンツ等を一元的に収集・整理・提供

する「教員研修プラットホーム」と、当該プラッ

トホームにおける研修受講履歴を記録可能にした

「研修受講歴記録システム」の運用準備が進めら

れている。今後、国立特別支援教育総合研究所で

は独立行政法人教職員支援機構と連携し、特別支

援教育に関わる研修コンテンツ等の提供等が検討

されている。 

発達障害ナビポータル「発達障害児者の支援に

関する標準的な研修プログラム」は、これまで発

達障害支援に関する研修が、自治体ごとで研修内

容が異なったり、テーマで単発であったり、障害

の定義的なもので終わっていたり、実際のアセス

メントから支援までの流れについて標準的な研修

内容が示されておらず「保健・医療・福祉・教

育」で一貫した研修プログラムがないなどの多く

の課題があったため、発達障害児者支援の研修プ

ログラムの研究（厚生労働科学研究・辻井班）の

取組として、発達障害の理解・支援と研修実施に

関わる国立機関・専門家らで検討し、「保健・医

療・福祉・教育」等を包括した、標準的な研修プ

ログラムとして開発されたものである。 

それぞれの研修プログラムの内容等を精査し、

今後の総合教育センターにおける運用等を検討し

た結果、本研究においては国立特別支援教育総合

研究所「NISE学びラボ」のコンテンツに山梨県

として団体登録し、図３のように「インクルーシ

ブ教育」「校内支援体制」「通常の学級における特

別支援教育」「合理的配慮」「学習障害」「実態把

握」「指導支援」に係る内容を校内研修プログラ

ムとしてパッケージ化することとした。 

図３ 校内研修プログラムの構成 

図４の流れのように、研修受講にあたり、各学

校でユーザー申請を行い、「NISE学びラボ」での

研修を受講する。受講修了時には国立特別支援教

育総合研究所から修了証が発行され、受講者は個

人研修履歴に登録するものとする。 

図４ 研修受講の流れ 

 

２ 学習障害（算数障害）について 

 算数の学習において困難を示す児童生徒の様子

は多岐にわたる。算数の学習全般に困難を示す

子、いつまでも指を使って計算をしている子、文

章題が苦手な子など様々である。 

 算数に困難が出てくるタイプとしては「①認知

的なアンバランス ②知的能力の低さ ③拒否や



 

 

不安」（熊谷）の大きく３つに分けられる。①は

学習障害の中の算数障害に該当するもの、②は知

的障害ではないが知的境界域にある児童生徒のよ

うに抽象的な理解能力に限界があるもの、③は算

数学習に対する不安や嫌悪を感じているものと言

える。 

 本研究においては、特に①の認知的なアンバラ

ンスに着目して理論研究を進めた。 

 学習障害の定義としては教育的定義と医学的定

義に分類される。学習障害の教育的定義は「聞

く、話す、読む、書く、計算する、推論するなど

の特定の能力の習得と使用に著しい困難を示す」

（文部省、1999）とされている。この定義中の

「計算する」「推論する」という部分が、算数に

関係する部分である。医学的定義としては、アメ

リカ精神医学会の精神疾患の診断分類である DSM

－５（APA、2013）における限局性学習障害の項

で「学習や学業的技能の使用に困難があり、その

困難を対象とした介入が提供されているにもかか

わらず、以下の症状の少なくとも１つが存在し６

か月以上持続することによって明らかになる」と

され、１～６の下位項目のうち算数障害に該当す

るものとして「５．数の感覚、数的事実、または

計算の習得の困難（例：数、その大きさ、および

関係の理解に乏しい、他の者がやるように、数学

的事実を記憶から再生するのではなく、１桁の数

をたすにも指を折って数える、計算の最中に戸惑

ったり計算の手続きを変更したりするなど） 

６．数学的推論の困難さ（例：量的問題を解決す

るため、数学的な概念、数学的事実または数学的

な手続きを適用することの困難さ）と示されてい

る。 

 熊谷は、過去の研究の歴史や学習障害の定義の

変遷から算数障害について図５のように「数処

理・数概念・計算・数学的推論」の４つの領域に

分けて説明している。 

図５ 算数障害の４つの領域 

「数処理」について 

 数処理は、主に就学前に獲得される部分である。

乳児期から幼児期にかけて、なめたり触ったり、

もって振ったりしながら、物を認知していき、そ

のような具体物に対して、数詞をマッチングさせ

ていくものと言え、図６のように数詞、数字、具

体物の対応関係の問題と言える。数詞は聴覚的シ

ンボルであり、数字は視覚的シンボルであり、具

体物は視覚的で操作可能なものである。それぞれ

使う感覚様式が異なることから、能力のアンバラ

ンスがどのようにあり、それぞれの対応関係がど

のように成立しているかを精査する必要がある。 

図６ 数処理について 

 

「数概念」について 

 数概念は、数処理の段階とは異なり、単なる対

応関係ではなく、数における性質を理解すること

と言える。図７のように、数には順番を表す序数

性と、量を表す基数性という２つの側面があり、

そのことについて理解できる段階である。 

能力のアンバランスがある児童生徒は、いずれ

かがうまく習得されない場合がある。また、数処

理という数詞、数字、具体物との対応ができるよ

うになれば数概念はおのずと習得されるというわ

けではない。さらに、継時処理能力と関係する分

離量を計数できることと同時処理能力と関係する

量的な連続量を理解できることとは異なることに

注意が必要である。 

図７ 数概念について 



 

 

「計算」について 

 計算は、図８のように「暗算」と「筆算」とに

分けて考える。ここでいう「暗算」とは、加減算

で和が 20までの計算、乗除算で九九の範囲までの

計算を指し、「筆算」は、それ以上の数の計算とな

る。 

暗算ができるようになるためには、５や 10の数

の合成分解ができるようにならなければならない

が、その際、具体物から半具体物、半具体物から

数（シンボル）という過程をたどって数というも

のを発達させているかどうかを考える必要がある。

筆算では、継時処理能力と関連する繰り上がりや

繰り下がり手続きの問題と、同時処理能力と関連

する多数桁の数字の空間的な配置とその意味が理

解される必要がある。 

図８ 計算について 

 

「数学的推論」について 

 数学的推論とは算数の文章題において、図９の

ように言語から視覚的イメージへの変換を行う統

合過程と、立式するプランニング過程という２つ

の過程が重要となる。 

図９ 数学的推論について 

 

文章題の解法については、「①文章を理解する 

②イメージに置き換える（統合過程） ③立式す

る（プランニング過程） ④計算を実行する ⑤答

えを出して、書く」という過程をたどると言える

が、ここでのつまずきについては、前提として文

章題が読めるかどうか、文章として理解できるか

どうか（読み書き障害がないか）ということを確

認する必要があると言える。 

  

本研究では、令和６年度から７年度にかけて、

この算数障害における４つの領域について整理し、

図 10に示したように、算数における「計算するこ

と」「推論すること」について、「具体的場面と困

り感」「困難さの背景として考えられること」「支

援の方針やアイデア」としてまとめることとした。 

 算数の学習において、算数障害のような認知面

でのアンバランスにより困難を生じている場合、

教科の学習方略ということとは別の視点からの見

方が必要になると言える。そのため、本研究にお

いて算数の学習における困難を生じている具体的

場面についてその背景要因を認知的側面から捉え、

つまずきに応じた支援や指導の方針及びアイデア

を示すことは、広く学校にとって有益なものにな

ると考える。 

図 10「算数障害の子どものタイプと支援」資料イメージ 

 

Ⅴ 令和６年度（１年次）の研究の成果と今後の

課題 

通常の学級における教科指導において、多様な

教育的ニーズに応じた個別最適な学びの実現をめ

ざした教育の保障という観点から、学習者の視点

に基づく学習の困難さを踏まえた授業づくりや個

に応じた対応、デジタル教科書やデジタル教材を

含む教材教具の活用の仕方など教科指導上の配慮

について注目されてきている。 

 指導上の配慮を検討する際は、困難さへの対応

だけでなく、障害の特性をいかす視点も大切にし

ながら、学習上の困難さやつまずきに関する多様

な教育的ニーズに焦点を当てることも重要である。

教科指導上の配慮については、障害の特性に応じ

た指導上の困難さの共通事項に焦点を当ててまと

められているものが多いが、各教科について認知



 

 

的な側面から捉えながら、学習者の視点に基づく

学習の困難さやつまずきに対する配慮や対応の適

切さの評価という視点を持ち、個別最適な学びの

実現をめざした配慮を検討するような取組は少な

い。本県における通級による指導利用者の増加等

の実態から見えた、学校現場の抱える課題に対し

て、新たな研究をスタートできたことは大きな成

果である。 

 学習障害については、これまで特に「読み」「書

き」についての研究が先行して進められてきた。

本研究で取り組んでいる、「計算」「推論」といっ

た算数に係る部分については近年注目されてきた

部分であり、本県において医療機関での診断事例

は多くない。相談支援センターでは、県立こころ

の発達総合支援センターとの年間を通じた連携を

行っているが、算数障害に係る情報交換や事例検

討等の機会を充実することが必要である。また、

適切なアセスメント方法については、学校現場等

への正しい啓発も必要となる。WISCに代表される

知能検査を実施すれば学習障害の判断ができると

誤解されがちであるが、そういうわけではない。

知能検査や発達検査等の標準化されたフォーマル

なアセスメントから得られる情報も大事であるが、

日常の学校生活等における行動観察等からのイン

フォーマルなアセスメントもまた大事である。 

 次年度以降の研究においては、学校現場におけ

るアセスメントの視点や具体的支援の方針等につ

いて研究を進めていくが、学校における主体的な

取組が進められるような研究としていくことが求

められる。 

 また、アセスメントや指導・支援が充実するこ

とと同時に、適切に支援が引き継がれることが肝

要となる。本県の通常の学級における「個別の教

育支援計画」の作成率は全国でも低い状況にある。

学習に困難のある児童生徒に対する支援や合理的

配慮が適切に引き継がれるような支援体制づくり

や啓発に向けた取組に課題が残る。 
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